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　国民健康保険税には、倒産や解雇により離職され

たなど一定の要件を満たす方について、国民健康保

険税の算定に用いる所得のうち、給与所得を 30 ／

100 に減額して負担を軽減する制度があります。

◆対象となる方  次の全ての条件を満たす方が対象

　となります。

　①離職日に 65 歳未満の方

　②雇用保険の特定受給資格者（倒産・解雇など

　　による離職）または特定理由離職者（雇用期

　　間満了等による離職）

　※特定受給資格者または特定理由離職者は、雇

　用保険受給資格者証中、離職理由の番号（コード）

　で確認できます。

　・特定受給資格者理由コード…11、12、21、22、31、32

　・特定理由離職者理由コード…23、33、34

◆軽減適用期間　軽減が適用される期間は、離職

　の翌日の属する月からこの月の属する年度の翌

　年度末までの期間です。

離職日 軽減適用期間
平成 21 年 3 月 31 日～
平成 22 年 3 月 30 日　

平成 23 年度末まで

平成 22 年 3 月 31 日～
平成 23 年 3 月 30 日　

平成 24 年度末まで

平成 23 年 3 月 31 日～
平成 24 年 3 月 30 日　

平成 25 年度末まで

◆届出に必要なもの

　①雇用保険受給資格者証

　②失業者本人の国民健康保険被保険者証

　③世帯主の印鑑（認め印でも可）（届出者が世帯

　　主となるため）

◆問合せ　仙北市税務課　市民税係　 43-1117

非 自発的失業者に係る国民健康
保険税の軽減制度のお知らせ

　市では現在、平成 23 年度から平成 27 年度の 5

年間を目標年度とする「第2次仙北市行政改革大綱」

を策定しています。

　この大綱の策定にあたり、より多くの市民の方

から意見を求めるパブリックコメント（意見募集）

を実施します。

◆募集期間　5月16日（月）～ 6月14日（火）

◆意見募集の対象者

　・市内に住所を有する方

　・市内に事務所または事業所を有する個人およ

　　び法人その他の団体

　・行政改革大綱の策定により利害関係を有する

　　個人または法人

◆閲覧資料等　第 2 次仙北市行政大綱（素案）

◆閲覧場所等　政策推進課（田沢湖庁舎）、角館地

　域センター、西木地域センター、各出張所、仙

　北市ウェブサイト

　※施設での閲覧は、土・日・祝日を除く。

◆提出方法　

　郵送／〒 014-1298　仙北市田沢湖生保内字宮ノ

　　　　後 30 番地　仙北市役所　政策推進課　宛

　FAX ／ 0187-43-1300　政策推進課　宛

　電子メール／ seisaku@city.semboku.akita.jp

　※電子メールの件名は「行政改革について」に

　してください。

　持参／市役所田沢湖庁舎２階　政策推進課

◆その他　

　・記入様式は自由ですが、必ず住所、氏名、電

　　話番号を記入してください。

　・電話や口頭での意見は受けません。

　・ご意見に対する個別の回答はしません。

　・提出されたご意見や個人情報は目的以外に使

　　用しません。　

◆問合せ　仙北市政策推進課　 43-1241　

第 2次仙北市行政大綱（素案）につ
いてのパブリックコメント募集

　これまで毎年開催していました下記の森林体験

活動は、東日本大震災の復興支援のため、今年度

の開催を見合わせることにしました。

森林作業体験交流会／森と川の体験塾／季節の森

を歩こう会／森のお話し会

　開催を楽しみにしていた皆様には大変申し訳あ

りませんが、国難とも言える未曾有の大災害から

の 1 日も早い復旧、復興を図るためとご理解くだ

さいますようお願い申し上げます。

◆問合せ　仙北市農山村活性課　林務係

　 43-2207

森 に暮らす体験活動関連事業の
中止のお知らせ

募集予定期間：5月16日から20日まで

①担当課／税務課　 43-1117

　募集業種・人数／事務補助 2人

　事業名／税務課マンパワー確保事業

　内容／事務補助

　雇用予定期間／ 6月1日から6カ月

②担当課／総合情報センター　 43-3339

　募集業種・人数／事務補助 2人

　事業名／光ブロードバンド基盤整備調査等事業

　内容／アンケート調査事務・方法受信問い合わ

　せ事務

　雇用予定期間／ 6月1日から6カ月

③担当課／東日本大震災支援本部　 43-0261　

　募集業種・人数／事務補助 2人

　事業名／東日本大震災支援本部マンパワー確保

　事業

　内容／避難者への対応および書類整理等一般事

　務補助

　雇用予定期間／ 6月1日から3カ月

※①～③の採用については、震災対応事業のため、

被災地から避難された方に限定させていただきます。

④担当課／管財課　 43-1114

　募集業種・人数／作業員 2人

　事業名／公有財産環境保全および施設維持事業

　内容／公有財産・未利用財産の環境整備（草刈り）

　および施設維持作業

　雇用予定期間／ 6月1日から4カ月

※④の採用については、仙北市民の方を優先させ

ていただきます。

◆申込方法　ハローワーク角館からの紹介状と履

　歴書を、各担当課へ持参してください。

　※郵送での受付はしません。

◆問合せ　詳細については、担当課へお問い合わ

　せください。

※採用は、書類および面接により選考します。

※募集業種、採用人数、雇用予定期間が変更にな

る場合がありますのでご了承ください。

※仙北市臨時職員募集は、企業の景気悪化により

解雇および離職を余儀なくされた方々を対象とし

た就業支援として行っています。

緊 急雇用対策　　　　　　　
仙北市臨時職員を募集します

　日中、仕事などで市税を納めることができない

方のために、夜間納税窓口を開設します。

　また、諸事情により市税を納めることが困難な

方のために納税相談窓口も併せて開設しますので、

お気軽にご来庁ください。

◆日時　5月31日（火）　17：15 ～ 19：00

　※開設時間内にご都合がつかない場合は、事前

　にご連絡ください。

◆場所　税務課（田沢湖）、角館・西木地域センター

※多重債務に関する相談も随時行っていますので、

遠慮なく来庁またはご連絡ください。

◆問合せ　仙北市税務課　納税係　 43-1117

【平成23年5月31日納期限の税目】

　●固定資産税 第 1 期　●軽自動車税 全期

※口座振替日も納期限と同日ですので、前日まで

通帳の残高をご確認ください。なお、固定資産税・

軽自動車税については減免制度がありますので、

税務課までご相談ください。

５月31日夜間納税窓口開設

　平成 22 年度から実施しているこの補助金は、新

築のみを補助対象としていましたが、今年度から

増改築・リフォームも対象になります。

　主な内容は以下のとおりです。

　仙北市推奨乾燥材を使用して、市内の工務店、

製材所等が市内に建物等の新築または増改築・リ

フォームをする場合に、建築に要した推奨材価格

の 30％に相当する金額を補助します。

　ただし、補助額の上限は新築の場合１棟につき

20 万円、増改築・リフォームの場合１棟につき

10 万円です。

　仙北市内で生産される乾燥材は品質に優れ、建

物の寿命が延びることが期待できます。

　これから建物等の新築、増改築・リフォームを

予定されている方は是非ご一考ください。

　推奨乾燥材について詳しくは秋田スギ乾燥セン

ター（TEL55-5121）、補助金については農山村活性

課までお問い合わせください。

◆問合せ　仙北市農山村活性課　林務係

　 43-2207

仙 北市推奨乾燥材利用促進事業
補助金について

　４月に発行予定でした「仙北市市民ガイド 2011」

ですが、東日本大震災の影響により編集作業が遅

れています。現在、5 月下旬の発行を目途に調整を

進めていますので、今しばらくお待ちください。

　◆問合せ　仙北市総務課　文書広報係

　 43-1111

仙 北市市民ガイド 2011　　　　
発行遅延のお知らせ
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